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官
職
解
説

官

名

解

説

官　
　
　
　
　

職　
・　

位　
　
　
　
　

階

長
官（
か
み
）

次
官（
す
け
）

判
官（
じ
ょ
う
）

主
典（
さ
く
ゎ
ん
）

神
祇
官
じ
ん
ぎ

く
わ
ん

祭
礼
を
つ
か
さ
ど
り
、
全
国
の
神
社
を
統
括
。
被
官
は
な
し
。

次
官
以
下
に
は
、中
臣
な
か

と
み

・
斎
部
い
む

べ　

・
ト
部
う
ら

べ　

の
三
氏
か
ら
選
任
す
る
。

伯
は
く 

従
四
位
下

大
副
た
い

ふ　 

従
五
位
下

少
副
せふ 

正
六
位
上

大
祐
だ
い　
じ
よ
う 

従
六
位
上

少
祐
せ
う　
じ
よ
う 

従
六
位
下

大
史
だ
い

し　 

正
八
位
下

少
史
せ
う

し　 

従
八
位
上

太
政
官
だ
い
じ
や
う

く
わ
ん

八
省
を
統
括
し
て
、国
政
を
担
う
。
現
在
の
内
閣
に
当
た
る
。

納
言
なご

ん
は
、天
皇
へ
の
進
言
、天
皇
の
意
志
を
表
す
文
書
を
作
成
。

左
大
弁
さ
だ
い

べ
ん　

は
、中
務
な
か

づ
か
さ

・
式
部
・
治
部
ぢぶ

・
民
部
の
四
省
を
統
括
。

右
大
弁
う
だ
い

べ
ん　

は
、
兵
部
ひ
や
う

ぶ

・
刑
部
ぎ
や
う

ぶ

・
大
蔵
お
ほ

く
ら

・
宮
内
くな

い
の
四
省
を
統
括
。

太
政
大
臣
だ
い
じ
や
う

だ
い
じ
ん　 

正
従
一
位

左
大
臣
さだ

い
じ
ん 

正
従
二
位

右
大
臣
うだ

い
じ
ん 

正
従
二
位

内
大
臣
な
い

だ
い
じ
ん 

正
従
二
位

大
納
言
だ
い　
な
ご
ん 

正
三
位

中
納
言
ち
ゆ
う

な
ご
ん 

従
三
位

参
議
さ
ん

ぎ　 

正
四
位
下

少
納
言
せ
う

な
ご
ん 

従
五
位
下

右左
大
弁
だ
い

べ
ん 

従
四
位
上

右左
中
弁
ち
ゆ
う

べ
ん　 

正
五
位
上

右左
少
弁
せ
う

べ
ん 

正
五
位
下

大
外
記
だ
い

げ
き 

正
六
位
上

少
外
記
せ
う

げ
き 

正
七
位
上

右左
大
史
だ
い

し　 

正
六
位
上

右左
少
史
せ
う

し　 

正
七
位
上

八　　　省はつ　
しやう

中
務
な
か
づ
か
さ

省

天
皇
の
文
書
の
案
文
作
成
な
ど
宮
中
の
政
務
を
担
当
。
中
宮
職
ち
ゆ
う
ぐ
う

し
き　

と
大
舎
お
ほ

と
ね
り

・
図

書
づし

よ

・
内
蔵
く
ら

・
縫
殿
ぬ
ひ

ど
の

・
陰
陽
お
ん

や
う

・
内
匠
た
く
み

　

の
六
寮
と
三
司
を
管
理
。

卿
き
や
う

　

 

正
四
位
上

大
輔
た
い

ふ　 

正
五
位
上

少
輔
せふ 

従
五
位
上

大
丞
だ
い　
じ
よ
う 

正
六
位
上

少
丞
せ
う　
じ
よ
う 

従
六
位
上

大
録
だ
い

さ
く
わ
ん 

正
七
位
上

少
録
せ
う

さ
く
わ
ん 

正
八
位
上

被
接
官（
四
等
官
以
外
の
官
）
侍
従
じじ

ゆ
う（
従
五
位
下
）、
内
記
な
い

き　
（
大
内
記
は
正
六
位
上
）、
監
物
け
ん

も
つ（
大
監
物
は
従
五
位
下
）

式
部
省

文
官
の
人
事
や
儀
礼
な
ど
を
担
当
。
大
学
寮
を
管
理
。

姓
氏
や
五
位
以
上
の
官
人
の
婚
姻
・
葬
儀
や
外
交
な
ど
を
担
当
。

卿 

正
四
位
下

大
輔 

正
五
位
下

少
輔 

従
五
位
下

大
丞 

正
六
位
下

少
丞 

従
六
位
上

大
録 

正
七
位
上

少
録 

正
八
位
上

治
部
ぢぶ

省

雅
楽
う
た

・
玄
蕃
げ
ん

ば　

・
諸
陵
の
三
寮
と
二
司
を
管
理
。

民
部
省

戸
籍
・
租
税
な
ど
の
民
政
を
担
当
。
主
計
か
ず

へ　

・
主
税
ち
か

ら　

の
二
寮
を
管
理
。

兵
部
ひ
や
う

ぶ

省

軍
事
の
一
切
を
担
当
。
兵
庫
ひ
や
う

ご

寮
と
軍
事
関
係
の
六
司
を
管
理
。

刑
部
ぎ
や
う

ぶ

省

刑
罰
・
訴
訟
を
担
当
。
警
察
関
係
の
二
司
を
管
理
。

大
蔵
お
ほ
く
ら

省

庸
よ
う
や
調
て
う
の
出
納
す
い
と
う

・
度
量
衡
な
ど
を
担
当
。五
司
を
管
理
。

宮
内
くな
い

省

宮
中
の
一
切
の
事
務
を
担
当
。
大
膳
職
だ
い
ぜ
ん

し
き

と
大
工
も
く

・
大
炊
お
ほ
ひ　

・
主
殿
と
の
も
り

・
典
薬
て
ん
や
く

・

掃
部
か
も
ん

　

の
五
寮
と
十
三
司
を
管
理
。

被　　官ひ　　
くわん

職
し
き

省
の
下
に
所
属
す
る
役
所
。

単
に「
職
」と
い
え
ば
、中
宮
職
ち
ゆ
う
ぐ
う

し
き　

（
後
宮
を
担
当
）を
指
す
。

（
中
宮
職
の
場
合
）

大
夫
だ
い
ぶ　 

従
四
位
下

亮
す
け 

従
五
位
下

大
進
だ
い
じ
ん 

従
六
位
上

少
進
せ
う
し
ん 

従
六
位
下

大
属
だ
い
さ
く
わ
ん 

正
八
位
下

少
属
せ
う
さ
く
わ
ん 

従
八
位
上

寮
れ
う

省
・
職
に
次
ぐ
役
所
。

陰
陽
お
ん
や
う

・
大
炊
・
主
殿
・
典
薬
・
掃
部
・
斎
宮
さ
い
ぐ
う
の
各
寮
。

頭
か
み 
従
五
位
下

助
す
け 

従
六
位
上

少大
允
じ
よ
う 

従
七
位
下上

少大
属 

従大
八初
位
下上

右
以
外
の
寮
。

頭 
従
五
位
上

助 

正
六
位
下

少大
允 

従正
七
位
上下

少大
属 

従
八
位
下上

大
学
・
陰
陽
・
典
薬
の
各
寮
に
属
す
る
博
士
。

文
章
博
士
も
ん
じ
や
う

は
か
せ

－

従
五
位
下
、
明
経
み
や
う

ぎ
や
う
博
士

－

正
六
位
下
、
明
法
み
や
う

ば
ふ

・
典
薬
・
陰
陽
・
天
文
の
各
博
士

－

正
七
位
下
、
算
さ
ん

・
暦
れ
き

・
針
は
り
の
各
博
士

－

従
七
位
上
、
漏
刻
ろ
う

こ
く

博
士

－

従
七
位
下

司
し

　

寮
に
次
ぐ
役
所
。

多
く
は
統
廃
合
。（
宮
内
省
の
内
膳
司
な
い
ぜ
ん

し　

の
場
合
）

奉
膳
ぶぜ
ん 

正
六
位
上

典
膳
て
ん
ぜ
ん 

従
七
位
下

令
史
さ
く
わ
ん 

大
初
位
上

位
階の

序
列

正
一
位

従
一
位
正
二
位

従
二
位
正
三
位

従
三
位　
　

上

正
四
位

　
　

下　
　

上

従
四
位

　
　

下　
　

上

正
五
位

　
　

下　
　

上

従
五
位

　
　

下　
　

上

正
六
位

　
　

下　
　

上

従
六
位

　
　

下　
　

上

正
七
位

　
　

下　
　

上

従
七
位

　
　

下　
　

上

正
八
位

　
　

下　
　

上

従
八
位

　
　

下　
　

上

大
初
位

　
　

下　
　

上

少
初
位

　
　

下 1380
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1381

東　宮とう
ぐう

春
宮
坊
と
う
ぐ
う

ぼ
う

東
宮（
皇
太
子
）に
関
す
る
事
務
を
担
当
。
三
監
・
六
署
を
管
理
。

坊
の
職
員
の
他
に
、「
東
宮
傅
と
う
ぐ
う
の

ふ

」「
学
士
が
く

し　

」を
置
く
。

大
夫
だ
い

ぶ　 

従
四
位
下

亮
す
け 

従
五
位
下

大
進
だ
い

じ
ん 

従
六
位
上

少
進
せ
う

し
ん 

従
六
位
下

大
属
だ
い

さ
く
わ
ん 

正
八
位
下

少
属
せ
う

さ
く
わ
ん 

従
八
位
上

東
宮
傅　

正
四
位
上
、
学
士　

従
五
位
下

被官
監
げ
ん

（
主
膳
し
ゆ

ぜ
ん
監
の
場
合
）
正
か
み 

従
六
位
上

佑
じ
よ
う

　

 

正
八
位
下

令
史
さ
く
わ
ん 

少
初
位
上

署
し
よ

（
主
殿
と
の

も
り
署
・
主
馬
し
ゆ

め　

署
の
場
合
）
首
か
み 

従
六
位
下

令
史 

少
初
位
下

後宮こう
きゆう

内
侍
司
な
い
し
の

つ
か
さ

後
宮
十
二
司
の
一
。
天
皇
に
付
き
宮
中
の
礼
式
を
担
当
。
他
司
は
、
廃
絶
。

尚
侍
な
い
し
の

か
み　
　 

従
三
位

典
侍
な
い
し
の

す
け

 

従
四
位
上

 

従
四
位
下

掌
侍
な
い
し
の

じ
よ
う　  

従
五
位
上

 

従
五
位
下

軍　事・警　察

弾
正
台
だ
ん
じ
や
う

だ
い

治
安
維
持
や
風
俗
の
取
締
り
を
担
当
。
親
王
や
官
人
の
違
法
を
太
政
官
だ
い
じ
や
う

く
わ
ん　
　

を
経
ず
に

奏
上
で
き
る
権
限
が
あ
る
。

尹
ゐ
ん 

従
三
位

大
弼
だ
い

ひ
つ 

従
四
位
下

少
弼
せ
う

ひ
つ 

正
五
位
下

大
忠
だ
い

ち
ゆ
う 

正
六
位
上

少
忠
せ
う

ち
ゆ
う 

正
六
位
下

大
疏
だ
い

さ
く
わ
ん 

正
七
位
上

少
疏
せ
う

さ
く
わ
ん 

正
八
位
上

左
近
衛
府
さ
こ
ん

ゑ
ふ

右
近
衛
府

六
衛
府
ろ
く

ゑ
ふ

内
裏
の
内
郭
諸
門
を
警
備
す
る
。

行
幸
に
は
警
護
の
役
を
す
る
。

大
将
だ
い

し
や
う 

従
三
位

中
将
ち
ゆ
う

じ
や
う 

従
四
位
下

少
将
せ
う

し
や
う 

正
五
位
下

将
監
し
や
う

げ
ん　 

従
六
位
上

将
曹
し
や
う

さ
う　 

従
七
位
下

左
衛
門
府
さ
ゑ
も
ん
ふ

右
衛
門
府

内
裏
の
外
郭
諸
門
を
警
備
す
る
。

行
幸
に
は
先
駆
の
役
を
す
る
。

督
か
み 

従
四
位
下

佐
す
け 

従
五
位
上

大
尉
だ
い　
じ
や
う 

従
六
位
上

少
尉
せ
う　
じ
や
う 

正
七
位
上

大
志
だ
い

さ
く
わ
ん 

正
八
位
下

少
志
せ
う

さ
く
わ
ん 

従
八
位
上

左
兵
衛
府
う
ひ
や
う

ゑ
ふ

右
兵
衛
府

内
裏
の
中
重
諸
門
を
警
備
す
る
。

儀
式
に
は
儀
仗
ぎ
ぢ

や
う
を
持
ち
、
行
幸
に
は
行
列
の
前
後
を
守
る
。

大
尉 

従
六
位
下

少
尉 

正
七
位
上

大
志 

従
八
位
上

少
志 

従
八
位
下

右左
馬
寮
めれ
う

官
馬
の
調
教
・
飼
育
、
馬
具
の
管
理
を
す
る
。

頭
か
み 

従
五
位
上

助
す
け 

正
六
位
下

少大
允
じ
よ
う

　

 

従正
七
位
下上

少大
属 

従
八
位
下上

令外りやう
げ の官くわん

　

検
非
遣
使
け
び
ゐ
し

京
中
の
治
安
維
持
の
役
を
す
る
。
裁
判
所
と
警
察
署
を
併
せ
た
よ
う
な
役
で
、
大
き
な
権

限
を
持
つ
。
衛
門
府
ゑ
も

ん
ふ
の
兼
任
。

別
当
べ
つ

た
う 

従
四
位
上

佐 

従
五
位
上

大
尉 

従
六
位
上

少
尉 

正
七
位
上

大
志 

正
八
位
下

少
志 

従
八
位
上

蔵
人
所
く
ら
う
ど

ど
こ
ろ　

天
皇
の
側
近
で
、
勅
旨
の
伝
達
や
奏
上
、
公
文
書
の
書
写
な
ど
の
事
務
を
担
当
。
別
当
は

左
右
大
臣
が
兼
任
。

別
当 

正
二
位

頭
と
う 

正
四
位
上
下

 

従
四
位
上
下
五
位
ごゐ

六
位
ろ
く

ゐ　

勘
解
由
使
か
げ
ゆ
し

国
司
交
替
の
時
の「
解
由
状
げ
ゆ

じ
や
う
」を
審
査
す
る
。

長
官
か
み 

従
四
位
下

次
官
す
け 

従
五
位
下

判
官
じ
よ
う

　

 

従
六
位
下

主
典
さ
く
わ
ん 

従
七
位
下

修
理
職
し
ゆ
り

し
き　

皇
居
の
造
営
な
ど
を
担
当
。

大
夫
か
み 

従
四
位
下

亮 

従
五
位
下

少大
進 

正従
七六
位
上下

少大
属 

従正
八
位
上下

地　方　官
右左
京
職
き
や
う

し
き　

京
の
司
法
・
行
政
・
警
察
な
ど
を
担
当
。

大
夫 

従
四
位
下

亮 

従
五
位
下

少大
進 

正従
七六
位
上下

少大
属 

従正
八
位
上下

大
宰
府
だ
ざ
い

ふ

九
州
と
壱
岐
いき
・
対
馬
つ
し
ま

の
二
島
を
統
括
し
、
外
交
・
国
防
を
担
当
。
帥
そ
ち
に
は
、
親
王
が

な
る
。

帥
そ
ち 

従
三
位

大
弐
だ
い
に　 

従
四
位
下

少
弐
せ
う
に　 

従
五
位
下

大
監
だ
い
げ
ん 

正
六
位
下

少
監
せ
う
げ
ん 

従
六
位
上

大
典
だ
い
さ
く
わ
ん 

正
七
位
上

少
典
せ
う
さ
く
わ
ん 

正
八
位
上

鎮
守
府
ち
ん
じ
ゆ

ふ

東
北
の
蝦
夷
え
み
し

　

防
衛
の
た
め
に
置
か
れ
た
軍
事
組
繊
。

将
軍
し
や
う

ぐ
ん　 

従
五
位
上

軍
監
ぐ
ん
げ
ん 

正
七
位
下

軍
曹
ぐ
ん
さ
う 

従
八
位
上

国　司こく
し　 

大
国
た
い
こ
く

朝
廷
か
ら
派
遺
さ
れ
て
、国
々
の
政
治
を
つ
か
さ
ど
る
。
任
期
四
年
。

面
積
・
人
口
・
産
物
な
ど
で
、
大
・
上
・
中
・
下
の
等
級
に
区
分
。

親
王
が
任
命
さ
れ
た
場
合
は
、
太
守
た
い
し
ゆ
と
も
い
う
。

国
司
な
ど
を
歴
任
す
る
貴
族
を
、
受
領
ずり
や
う
階
級
と
い
う
。

任
命
さ
れ
て
も
赴
任
し
な
い
場
合
を
、
遥
任
え
う
に
ん
国
司
と
い
う
。

守
か
み 

従
五
位
上

介
す
け 

正
六
位
下

大
掾
だ
い　

じ
よ
う 

正
七
位
下

少
掾
せ
う　

じ
よ
う 

従
七
位
上

大
目
だ
い
さ
く
わ
ん 

従
八
位
上

少
目
せ
う
さ
く
わ
ん 

従
八
位
下

上
国
じ
や
う

こ
く　

守 
従
五
位
下

介 

従
六
位
上

掾 

従
七
位
上

目 

従
八
位
下

中
国
ち
ゆ
う

ご
く　

守 
正
六
位
下

掾 

正
八
位
下

目 

大
初
位
下

下
国
げこ
く

守 

従
六
位
下

掾 

従
八
位
下

目 

少
初
位
下

郡
司
ぐ
ん
じ　

国
司
の
下
に
位
置
し
て
、郡
を
治
め
る
。
地
方
の
有
力
者
を
任
命
。

大
領
だ
い
り
や
う 

従
八
位
上

少
領
せ
う
り
や
う 

従
八
位
下

主
政
し
ゆ
せ
い

主
帳
し
ゆ
ち
や
う

官
位
相
当
表
・
官
職
解
説

付


